
平成３０年度

学校教育法１０９条第１項に基づく自己点検・評価

令和元年６月

公立大学法人九州歯科大学



沿　　　革

大正　３年（１９１４）４月　私立九州歯科医学校（２年制）を創設
　　　１０年（１９２１）４月　九州歯科医学専門学校（４年制）に昇格
昭和１９年（１９４４）４月　福岡県に移管、医学科を設置し福岡県立医学歯学専門学校に改称
　　　　　　　　　　　　　　　　 （昭和２２年４月医学科廃止）
　　　２４年（１９４９）４月　九州歯科大学に昇格
平成１８年（２００６）４月　公立大学法人九州歯科大学を設立
 　　 ２２年（２０１０）４月　口腔保健学科を創設
　　　２６年（２０１４）５月　創立百周年記念式典を開催

法人の目標

公立大学法人九州歯科大学では、豊かな人間性と探求心を育む歯科医学教育を学生に提供し、医療人としての基本的な
知識・技術・態度に加え、口腔の健康と全身の健康との関連性を捉えて、多職種連携や高度歯科医療を実践できる能力を
持つ歯科医療人を育成する。
１．教育：歯科保健医療の分野において活躍する優秀な医療人を育成する。
　　　　　・地域歯科医療の最前線で活躍する歯科医療人を育成
　　　　　・全学的な教育力の向上
　　　　　・資質・能力を持った学ぶ意欲の高い学生の確保
　　　　　・学生支援の充実
２．研究：大学の教育や社会の発展に役立つ研究を推進する。
　　　　　・特色ある研究の推進及び研究の実施体制等の整備
３．地域貢献及び国際交流：大学の保有する人材、知識、施設等を社会のために活用する。
　　　　　・地域社会への貢献及び国際交流の推進
４．業務運営の改善及び効率化：理事長のリーダーシップのもと、主体的・自律的な大学運営を確立する。
　　　　　・大学運営の改善
　　　　　・事務等の効率化・合理化
　　　　　・社会的責任・安全管理の徹底
　　　　　・附属病院の運営
５． 財務内容の改善：経営者の視点に立って、法人の財政運営を行う。
　　　　　・自己収入の増加
　　　　　・運営経費の抑制
６．自己点検・評価及び情報の提供：評価を厳正に実施し、大学運営に反映する。また、大学情報を積極的に公開する。
　　　　　・評価の充実
　　　　　・大学情報を積極的に公開

設立の根拠となる法律 地方独立行政法人法
設立団体 福岡県
資本金の状況 １９，６７９，２０９，４８０円（全額　福岡県出資）

法人の概要

１．基本的情報
法人名 公立大学法人九州歯科大学
所在地 福岡県北九州市小倉北区真鶴二丁目６番１号



２８９人
教員数増減の主な理由

カリキュラムを大幅に見直しているなかで教員の適性配置を行ってきた。あわせて、平成２９年～３０年度にかけて厚生労働省の国家試験の改編およ
び文部科学省のモデルコアカリキュラムの改編が行われ、それに対応していく必要が生じ、結果教員増となった。

合計 ３２９人 ３３４人 ２９０人 ２７２人 ２７８人

－
非常勤講師 ２０３人 ２１０人 １６６人 １４８人 １５４人 １６６人

助手 － － １人 １人 －

内訳

２０人
助教 ６４人 ６５人 ５６人 ５８人 ５９人 ５３人
講師

教授 ２８人 ２７人 ３０人 ２８人

１２人 １１人 １５人
教員数

常勤（正規） １２６人 １２４人 １２４人 １２４人

１８人 １５人

監事 松木 摩耶子 平成３０年４月１日～令和３年度の財務諸表の承認の日松木公認会計士事務所 公認会計士

(２)教員

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
１２４人 １２３人

２９人 ３０人
准教授 ２２人 ２１人 ２２人 １９人 ２１人 ２０人

理事（学内） 冨永　和宏 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 附属病院長　（顎顔面外科学分野教授）

監事 荒牧 啓一 平成３０年４月１日～令和３年度の財務諸表の承認の日小倉東総合法律事務所 弁護士

理事（学外） 利島　康司 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 北九州商工会議所　会頭

理事（学内） 牧 憲司 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 副学長（口腔機能発達学分野）

常務理事（事務局長） 林　正博 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　事務局長

理事（学外） 國武　豊喜 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州大学高等研究院特別主幹教授

理事長（学長） 西原　達次 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　学長

副理事長 久藤　　元 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 元　米国安川電機　取締役会長

２．組織・人員情報
(１)役員
役員の定数は、公立大学法人九州歯科大学定款第７条の規定により、理事長１人、副理事長１人、理事５人以内、監事２人と定めている。また役員の
任期は、同定款第１１条の規定に定めるところによる。
役職 氏名 任期 主な経歴

法人の業務

１．九州歯科大学を設置し、これを運営すること。
２．学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
３．法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動
を行うこと。
４．公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
５．教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
６．前各号の業務に附帯する業務を行うこと。



事務局長 　

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
大学 96 97 97 99 100 101

内訳 歯学部 102 100 101 101 101 102

102 101 102 101 101 102

99 98 98 99 101 101

大学院 63 75 86 92 97 96

収容定員と収容数に差がある場合の主な理由

　

口腔保健学科 １００人 １０１人 101%

歯学研究科 １０６人 １０２人 96%

６７０人 ６８１人 102%

歯学科 ５７０人 ５８０人 102%

定員充足率の推移      (%)

(b)/(a)×100
計 ７７６人 ７８３人 101%

職員数増減の主な理由

 

(４)法人の組織構成

歯学部、附属病院、附属図書館、大学院歯学研究科、事務局

３．学生に関する情報 

関連する学
部・大学院

学部学科、大学院研究科
収容定員  (a) 収容数   (b)

定員充足率

５３人
合計 １３９人 １３１人 １３５人 １３３人 １２７人 １２６人

嘱託（常勤・非常勤）等・臨時 ７０人 ５５人 ５９人 ５９人 ５５人

プロパー ３７人 ５１人 ５３人 ５６人 ５４人

人
計 ６８人 ７５人 ７５人 ７３人 ７１人 ７２人

その他 人 人 人 人 人

３１人 ２４人 ２２人 １７人 １７人 １７人

平成30年度

職員数

1人 1人 1人 １人 １人 １人
正規職員 県派遣

５５人
他団体派遣 人 人 人 人 人 人

(３)職員

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度



平成３０年４月１日～令和２年３月３１日　 松尾 拡 九州歯科大学大学院歯学研究科長

冨永 和宏 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　附属病院長

中島 啓介 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学附属図書館長

牧 憲司 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　副学長

日髙 勝美 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　副学長

平成３０年４月１日～令和２年３月３１日学内組織の長 林 正博 九州歯科大学　事務局長

学長（理事長） 西原　達次 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　学長

学部長 木尾 哲朗 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学　歯学部長、副学長

　 古野 英樹 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 北九州国際技術協力協会 理事長

(２)教育研究協議会

区分 氏　　名 任　　期 現　　職

西野 憲史 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 西野病院　理事長

　 早野 祐子 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 福岡県立小倉高等学校 校長

熊澤　榮三 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 福岡県歯科医師会　会長

土橋 卓也 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 製鉄記念八幡病院　理事長

片山 幹夫 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 九州歯科大学同窓会 会長

理事長 西原　達次 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 公立大学法人九州歯科大学　理事長

副理事長 久藤　元 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 公立大学法人九州歯科大学　副理事長

４．審議機関情報 

(１)経営協議会

区分 氏　　名 任　　期 現　　職

学外委員 大下 徳裕 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 北九州市企画調整局長



全体評価

Ⅰ　全体

Ⅱ　中期目標項目

　　１　教育

　　２　研究

　　３　地域貢献及び国際交流

　　４　業務運営の改善及び効率化

　　５　財務内容の改善

　　６　自己点検・評価及び情報の提供

　外部研究資金獲得に積極的に取り組み、科学研究費については高水準を維持することができた。また、受託・共同研究費、奨学寄附金・研究助成金につい
ても目標を上回った。
　理事長が自ら年度決算、四半期ごとの決算の状況を説明し、適正な予算執行に努めるよう呼びかけを行った。また、教職連携会議において予算担当部署が
経費節減について協力を依頼し、経費節減に向けた意識の共有を図った。

　福岡県評価委員会の評価結果については全学説明会において教職員に適切にフィードバックし、自己評価部会によるアンケートと調査結果をまとめた「自己
評価部会だより」の配布を継続して行ったことに加え、機関別認証評価に向けて「内部質保証体制」を行うための学内組織の設置について検討した。
　海外連携大学との教員受け入れプログラムの報告などＨＰにより発信を行うなど、国際連携活動について広く学外に発信した。

　医科歯科連携の観点でこれまで締結書を交わした市中の５つの総合病院等に加え、北九州市立八幡病院と協定を新たに締結し、小児医療における歯科医
療の新たな展開を図った。
　教員個人による外部資金の獲得については、科学研究費の応募が６５件、継続分を含めて６９件が採択され、目標を上回った。

　地域社会への貢献に関しては、公開講座等を１１講座を実施し、地域住民等に研究成果等の有用な情報発信を行った。昨年度に引き続き近隣の看護学科・
栄養学科を有する大学と連携した公開講座を数多く実施した結果、歯科だけでなく周辺領域の知識について併せて情報発信することができ、地域住民から高
い支持を得た。
　リカレント教育として、口腔保健・健康長寿推進センターにおいて北九州市の歯科医師会と連携して、リカレント教育を実施した。また、遠賀中間歯科医師会、
京都歯科医師会とも連携協定を締結し、平成３１年度以降は北九州市以外の受講者も募る予定である。
　国際交流に関しては、九州歯科大学基金を活用して、学術交流協定締結校と継続的に学術交流を展開した。大学院にタイから２名の学生が入学し、博士（歯
学）修得に向けて励んでいる。また、連携大学の教員を受け入れるなど従来の学生だけではなく教員を受け入れることにより、さらに深い国際交流の連携を行
うことができた。

　学長裁量経費において理事長・学長のリーダーシップにおいて法人・大学運営において必要な事業の強化を行い、学習環境整備、電子カルテシステムの機
能強化など学生・教職員の修学や業務環境の整備を行った。
　一部の事務については、専門の外部委託を継続することで職員の業務軽減化を図るとともに、事務における正確性を確保している。
　教職員の人権意識の高揚を図るため人権・同和問題研修会、法令遵守については研究費に関するコンプライアンス説明会を実施するなどＳＤの充実を図っ
た。
　電子カルテを導入したことにより得られるデータを解析し、戦略的な病院経営管理に着手することで保険算定漏れを防止し、管理料関係の算定の強化を図っ
た。

　歯学科及び口腔保健学科の教務部会において、ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの整合性を踏まえて、コンピテンシーをベースとしてカリキュラム
マップを作成し、科目再編の資料を作成し特色ある歯学教育を展開するための検討を行った。
　担当副学長が部会長を務めるFD部会を設置し、同部会を中心に、入学試験結果の検証、初年次教育への取組、医科歯科連携教育への取組、臨床教育に
おけるデジタル機器の活用、ラーニング・コモンズの活用など教育改善に向け、活発なFD活動を行った。
　受験生に向けたオープンキャンパス、入学者と受験者の動向を分析し訪問高校の大幅な見直しを行なうなど、優れた資質・高い意欲を持った学生の確保を図
りつつ、ＳＧＨやＳＳＨなどのプログラムへの参加を継続し、進路指導担当教諭を中心に意見交換を行なうなど、積極的な高大連携活動を行った。
　学生支援の面では、就職支援会議において組織的な対応を行ったことで、口腔保健学科は６年連続で就職率100％を達成することができた。

九州歯科大学

法人自己評価 評価委員会意見・コメント等

　本学は、「九州歯科大学憲章」に掲げられている大学の理念、教育研究目標及び３つのポリシーのもと、歯学科と口腔保健学科がそれぞれ綿密に連携して患
者の視点に立ったチーム医療を行うことができる歯科医療人の育成、地域貢献を重視した歯学研究を推進及びリカレント教育を充実させて地域包括ケアシス
テムの備えやアジア等を主眼においた歯科保健医療活動を通じて国際貢献等の目標を掲げたところである。
　この実現に向け、理事長の強いリーダーシップのもと、それぞれの組織、役職の役割を明確にするとともに、主体的、自立的な大学運営を進めるガバナンス
体制を整備し、経営者の立場に立った適正な財務運営、厳正な評価の実施、適切な情報公開等に取り組んできた結果、計画に掲げた事項については、概ね
達成することができた。





九州歯科大学（教育）

中期目標
1　教育に関する
目標

項目 評価

年度計画項目別評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

(1) 特色ある教育の展開
ア　学士課程
　患者中心の全人的歯科医療を提供する能力や地域住民に対して十分な保健医療福祉活動ができる能力を備え、地域歯科医療の最前線で活躍する歯科医療人を育成する。
イ　大学院課程
　独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、歯学の教育、研究、診療の分野で指導的役割を担い、歯科医学・医療の発展に寄与する人材を育成する。
(2) 教育活動の活性化
　教育活動を定期的・多角的に評価するとともに、効果的なファカルティ・ディベロップメント等の組織的な取組を推進し、授業内容・方法の改善など全学的な教育力の向上を図る。
(3) 意欲ある学生の確保
　明確な入学者受入れ方針の下、効果的・戦略的な広報活動の展開、高等学校との連携強化を図り、大学の魅力を広く伝えるとともに、入学者選抜改革を推進し、大学が求める資質・能力を持った学ぶ意欲の高い学生を確保する。
(4) 学生支援の充実
ア　学修支援・学生生活支援
　留学生や障がいのある学生を含め、多様な学生が自主的・多面的な学修を行い、健康で充実した学生生活を送るため、学修環境の整備や学修・学生生活支援体制の充実・強化を図るとともに、経済的に修学が困難な学生に対する適
切な支援を行う。
イ　キャリア支援
　学生の社会的・職業的自立に向けたキャリア教育に取り組み、就職に関する相談や企業を知る機会の拡充など、就職支援の充実・強化を図る。また、県内の産業界等との連携強化や進学等の希望に対応する支援を行う。

2

○平成２８年度改定版「モデル・コア・カリ
キュラム」に対応した教育プログラムを実施
し、教育成果を検証する。（歯学科）
○ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー
の視点で再編した特色ある教育を歯学科及
び口腔保健学科において展開する。
・デジタル歯科シミュレーターの導入により、
歯の切削技術評価方法を確立する。（歯学
科）

○評価指標（指標及び達成目標）
・学生の成績　：　平均ＧＰＡ２．５以上（満点
４）

○歯学科教務部会において、モデルコアカリキュラムと講義内容の相関性を検
証し、すべてのモデルコアカリキュラムの教育が実施されているかを確認した。
○両学科の教務部会において、ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの整
合性を踏まえて、コンピテンシーをベースとしてカリキュラムマップを作成した。
・平成30年度に国内初となるデジタル歯科シミュレータを研修医における臨床
教育に導入し、歯の切削技術の向上のための自主トレーニングに活用した。そ
の後、歯学科実習生にも一部導入して学部教育において有用性が高いことを
確認した。

○目標実績
 ・学生の成績 : 平均GPA　２．５　（満点4)

2

【平成30年度の実施状況】

1

○全国的な入学試験システムの変更に向
けて、平成３１年（２０１９年）３月を目途に、
面接方法や評価方法等の検討を行う。
○アウトカム基盤型教育に基づき、初年次
教育の充実に向けてシラバスを組織的に検
証する。

○評価指標（指標及び達成目標）
・初年次学生の成績　：　平均ＧＰＡ２．５以
上（満点４）

○平成29年に作成した入試改革予定表に沿って、平成30年7月末までに入試
科目と英語外部検定試験の導入について、学部入試委員会および教授会での
議論の集約を求めた。それを受けて、入試委員会で審議し、最終決定した要点
を大学ホームページで公開した。さらに配点、および各論（面接方法、評価手
法）については、入学試験に関するアンケート調査を分析・検証し、2020年3月
の決定期限までに入試委員会で決定する予定である。
○教授会にて初年次における学習環境支援について検討し、シラバスの学習
内容欄に【事前学習課題】を加え、学生の自学（予習と復習）を促す環境設定を
行なった。また各学年で行われるキャンパスライフガイダンスにて、シラバスに
ついての意識の醸成を図った。

○目標実績
・初年次学生の成績　：　平均ＧＰＡ２．６　（満点４）

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

1 【高大接続改革を踏まえ
た入学試験制度の見直し
及び初年次教育の充実と
検証】

①平成３２年度の全国的
な入学試験システムの変
更に適切に対応し、アド
ミッションポリシーに準じて
優秀な人材を確保する。
②新たな入学試験制度の
もとでの新入生の適性を
分析し、初年次教育の充
実を図る。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・初年次学生の成績　：
平均ＧＰＡ２．５以上（満点
４）

1 【平成30年度計画】１-ア　地域の歯
科保健医療に貢
献する実践的な歯
科医師及び歯科
衛生士の育成

文部科学省が推
進する「高大接続
改革」に適切に対
応するとともに、ア
ウトカム基盤型教
育を構築し、全人
的歯科医療人育
成を充実させて、
地域の歯科保健
医療に貢献する
実践的歯科医療
人教育を推進す
る。

A

【高く評価する点】
国内初となるデジタル歯科シミュレータ
を歯の切削トレーニングに導入し、学
部臨床実習に応用の可能性を検証し
たところ、若干のソフトの改良が必要で
はあるものの、応用可能であることを
確認することができた。

【実施（達成）できなかった点】

2 【モデル・コア・カリキュラ
ムの改訂を踏まえた知
識・技術・情意教育の充実
と検証】

①平成２８年度改定版「モ
デル・コア・カリキュラム」
に対応した教育プログラ
ムを実施し、教育成果を
検証する。（歯学科）
②歯学科及び口腔保健学
科の教育をディプロマポリ
シー・カリキュラムポリシー
の視点で再編し、ともに特
色ある歯学教育を展開す
る。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・学生の成績　：　平均ＧＰ
Ａ２．５以上（満点４）

1 【平成30年度計画】



九州歯科大学（教育）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

3

○成績評価基準を検証し、平成３０年度半
ばを目途に新たな基準を作成・公表する。
○明確な評価基準に基づき、厳正な評価を
行う。
・６年次生を対象とする客観的臨床技能評
価法の確立に向け、デジタル歯科シュミ
レーターを導入する。

○アウトカム基盤型教育に照らして成績評価基準を学内の学生に開示して意
見を求め、その結果を検証したところ、適正な評価基準が設定されていることを
確認した。
○デジタルシミュレータを6年生を対象として運用したところ、リアルタイムで数
値化することができることを確認することができた。一方で、測定精度等の改善
が必要であることが分かり、台湾の開発メーカーに対応を求め、臨床評価技術
における客観的評価として使用可能なレベルにまで精度を高めることができ
た。

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

4 【教育の成果・効果の検
証】

①歯学科は共用試験
（CBTおよびOSCE）を活
用して成果・効果を検証す
る。
②口腔保健学科は就職動
向を分析し、成果・効果を
検証する。
③両学科ともに、歯科医
学教育センター及びIR室
を活用して在学中の成績
全般を管理分析し、高い
国家試験合格率を維持す
る。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・（歯学科）共用試験（CBT
およびOSCE）　：　１００％
・歯科医師国家試験合格
率（６年間で卒業した学生
の歯科医師国家試験合格
者数／入学時学生数×１
００）　：　合格率７０％以
上
・（口腔保健学科）歯科衛
生士国家試験合格率　：
１００％

1 【平成30年度計画】

4

3 【アウトカム基盤型教育の
もとでの厳格な評価の実
施】

①平成３０年度に作成す
るアウトカム基盤教育体
系における成績評価基準
を公表する。
②明確な評価基準に基づ
き、厳正な評価を行い、優
秀な歯科医療人を育成す
る。

1 【平成30年度計画】

○歯学科は共用試験のデータの分析結果
を活用し、４年次生までの講義・実習の充実
及び成績の向上を図る。
○口腔保健学科は就職動向を分析し、卒
業までの講義・実習の充実を図る。
○両学科ともに、歯科医学教育センター及
びＩＲ室を活用して定期試験、共用試験の成
績と国家試験結果と関連を分析し、高い国
家試験合格率を維持する。

○評価指標（指標及び達成目標）
・（歯学科）共用試験（CBTおよびOSCE）　：
１００％
・歯科医師国家試験合格率（６年間で卒業
した学生の歯科医師国家試験合格者数／
入学時学生数×１００）　：　合格率７０％以
上
・（口腔保健学科）歯科衛生士国家試験合
格率　：　１００％

○平成28年度に開設したIR室を活用し、入学後４年間の成績とCBTの成績との
間の関係性を検証した。また、４年次生の学習状況を調査し、CBTで高得点で
あった学生の特徴をプロファイリングして、学年全体へのフィードバックを行っ
た。
○平成29年度の求人及び就職先を分析したところ、医療機関のみならず官公
庁や民間企業研究所に就職した学生が２０％であったことから、コンピテンシー
領域のなかに、さまざまな業種で活躍するという項目を掲げたことにより、この
ような成果が得られたものと考えている。
○共用試験と国家試験の関連性について検討し、ここ2年間は必ずしも関連性
が高くないことを確認することができた。
・今年度の実績は、歯科医師国家試験において、国公立１２大学の中でも下位
レベルの結果となった。あわせて、歯科衛生士国家試験で１名不合格となっ
た。
・このような結果を踏まえ、大学としては平成３１年度以降「内部質保証委員会」
を４半期毎に開催し、学部から出されるデータを検証していくこととした。

○目標実績
 ・(歯学科)共用試験:共用試験合格率 CBT９５．７%、OSCE１００%
 ・歯科医師国家試験合格率（６年間で卒業した学生の歯科医師国家試験合格
者数／入学時学生数×１００）　：　合格率７０．５％
・（口腔保健学科）歯科衛生士国家試験合格率　：　９６％

1

No.7「資格
試験合格
率、免許の
取得」

【平成30年度の実施状況】



九州歯科大学（教育）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

6

○大学院教育カリキュラムを検証し、体系
的な教育プログラムの構築に向けて改善す
る。
○充実したＥＢＭ教育により、自ら課題を解
決することができる歯科医療人を育成す
る。

○カリキュラムポリシーの視点にたち、初年次研究研修プログラムの改編、大
学院特別講義の一環としてAsia Pacific Conferenceを活用し、海外発表に向け
ての知識と発表技術の向上に応用するなど、体系的な教育プログラムに対応
できるようにした。
○初年次研修プログラムに新たにＥＢＭ教育科目を新設するなど、ＥＢＭ教育
の充実を図った。

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

2 【大学院教育の検証と適
正な運用】

①大学院教育カリキュラ
ムを検証し、歯学科と口腔
保健学科の大学院教育の
連携を深める等、口腔保
健医療におけるフロントラ
ンナー育成に向けて、体
系的な教育プログラムを
構築する。
②EBM教育を充実させ、
自ら課題を解決すること
ができる歯科医療人を育
成する。
③カリキュラムポリシーの
もとで、適正な大学院教
育を展開する。

1 【平成30年度計画】

１－イ　特色ある
大学院教育による
優れた歯科医療
人の育成

全てのライフス
テージにおいて、
国民の健康維持
に資するという観
点からの研究を展
開するなかで、歯
科保健医療にお
いてフロントラン
ナーとして活躍で
きる人材を育成す
る。

1

【平成30年度の実施状況】3 【厳格な評価及び適正な
学位授与の実施】

①開講科目の評価方法を
検証し、ディプロマポリ
シーの観点から見直しを
図る。
②学位授与の基準を検証
し、適正な学位（修士・博
士）の授与体制を確立す
る。

1 【平成30年度計画】

1 【歯科保健医療・歯科医学
研究を通じて社会に貢献
する人材の選抜方法の確
立】

①アドミッションポリシーの
視点に立ち、大学院修士
課程及び博士課程の入学
試験システムを見直し、目
的にかなう人材を確保す
る。

1 【平成30年度計画】

5

○アドミッションポリシーに即した入学選抜
方法の構築に向けて、入学基準及び要領
の改正を行う。
○海外からの大学院入学生への情報提供
を適正に行う。

○今年度から、受験生が理解しやすいようにこれまでの募集要項を改編し、学
生募集要項と入学案内の2つに分けた。
・筆記試験においては学力と研究意欲を問う問題を作成し、口述試験において
もアドミッションポリシーに基づく評価票を用いて面接を行うなど改正を行った。
・英語試験の判定基準を改め、新たな基準を開示した。さらに英語専任教員を
試験委員に加えるなど、より適正な入学選抜体制を構築した。
○本年度、募集要項と入学案内の英語版を作成するにあたり、英語専任教員
とともに精査し、海外からの大学院入学生への適正な情報提供ができるものに
改編した。

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

7

○ディプロマポリシーに即した人材を育成す
るため、開講科目の評価方法を検証し、改
善する。
○単位認定と学位授与の基準を明確にした
うえで、適正な評価を実施するとともに、適
正な学位の授与体制を確立する。

○ディプロマポリシーに即した人材を育成するため、今年度は全ての開講科目
の評価方法が適正に運用されているか、教員に対するアンケート調査を開始し
た。あわせて、初年次研究研修プログラムや大学院特別講義に関しては評価
方法を定めた。
○学位授与に関わる学位審査基準については、これまでの設定の妥当性につ
いて検証・見直しを行った。また、ディプロマポリシーに基づく学位審査を行うと
いう観点から、学位審査評定票の一部改正や、学位申請に用いる様式の変更
を行った。

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】



九州歯科大学（教育）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

○副学長の下に設置したＦＤ委員会を中心
に、教育の改善に向けて活発なＦＤ活動を
展開する。
・職員意識啓発のための講演会やワーク
ショップを年間１０回行う。
・ＦＤのアンケート結果をＦＤ活動の充実に
役立てる。
・教育手法改善のために、新たなe-learning
を導入し、教員に周知徹底する。

○評価指標（指標及び達成目標）
・FDの参加率　：　９５％以上
・アンケート調査　：　平均４点以上（満点５）
・学生による授業評価　：　評価４以上（満点
５）

〇FD・SD実行委員会の下に、担当副学長が部会長を務めるFD部会を設置し、
同部会を中心に、入学試験結果の検証、初年次教育への取組、医科歯科連携
教育への取組、臨床教育におけるデジタル機器の活用、ラーニング・コモンズ
の活用など教育改善に向け、活発なFD活動を行った。
・意識啓発のための講演会やワークショップを年間11回開催した。
・アンケート結果は、FDテーマの検討やプレゼンテーション資料の改善のため
の参考情報として活用した。
・講義用資料の事前登録等のe-learning利用環境を整備し、説明会を開催する
とともに、学生の主体的学習の支援をテーマとして、ワークショップを開催した。

○目標実績
・FDの参加率　：　９０．２％
・アンケート調査　：　平均４．５
・学生による授業評価　：　評価４．２

8

２　教職員の教育
力向上

これまでの自己評
価・学生及び同僚
等による評価を検
証し、教員の評価
システムを充実さ
せ、より良質な評
価組織体制を確
立する。

1 【FDによる教育能力向上】

①学部および大学院教育
への多様な教育方法導入
に向けて、FD活動を充実
させるとともに効果を検証
する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・FDの参加率　：　９５％以
上
・アンケート調査　：　平均
４点以上（満点５）
・学生による授業評価　：
評価４以上（満点５）

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ａ
＋

2 【教育力向上に資する評
価システムの開発】

①ラーニング・コモンズを
充実させ、さらなる教育力
向上を図る。
②これまでの個人業績評
価を検証し、より効果的な
教育評価システムの開発
や教員へのフィードバック
など運用面で改善を図
る。

【高く評価する点】
学生食堂のラーニングコモンズ設置に
ついて工事を着工し、学生に使用にあ
たってのルールを開示した。現在、学
生は快適な環境のもとグループ学習
等を行っている。

【実施（達成）できなかった点】

9

1 【平成30年度計画】

2

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

No.9「ＦＤ」

○学習環境の整備を行う。
・キャンパス内の教育環境改善に向けて、
新たなラーニング・コモンズの整備を検討す
る。
・学生がいつでもどこでも教材を見て学習す
ることができる環境を整備する。
○個人業績評価を検証し、より効果的な教
育評価システムの開発を目指す。
・教員の教育力向上のために、適切な
フィードバックを行う。

○学習環境の整備を行う。
・教育の学びの深化並びに質の向上、教員の教育力向上のために、学生食堂
にラーニングコモンズを設置した。さらに図書館に設置予定のラーニングコモン
ズの設置計画を立案し、ラーニングコモンズ学修室のプランの作成を開始し
た。
・学生がいつでもどこでも教材を見て学習および実習を見直すことができる環
境の整備を開始した。
○個人業績評価を検証し、より効果的な教育評価システムの開発に向けて検
証を開始した。
・教員の教育力向上のために、学部長による適切なフィードバックを行った。



九州歯科大学（教育）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

【高く評価する点】
北九州地域を中心に福岡県全域およ
び九州、西日本地方さらには東日本か
らも多くの入学希望者を得ることがで
きたのは、本学の教育の特長をＳＧＨ
などを通して高校生に直接伝えること
ができたことによるととらえている。

【実施（達成）できなかった点】

No.5「出前
講座」 12

○高校での模擬講義を実施するとともに、
そこで得られた評価結果を検証する。
○高大連携活動等を通じて、高校教諭との
意見交換を積極的に行う。
○高校の進路指導教諭を対象とした大学
施設見学会を引き続き開催する。
・九州歯科大学憲章をもとに、本学の教育
研究目標を説明し、歯科医療人の魅力を伝
える。
○明治学園高等学校におけるSGH活動お
よび小倉高等学校のSSH活動に対して、積
極的な支援活動を行う。

○評価指標（指標及び達成目標）
・模擬講義の実施回数　：　５回（年間）

○高校での模擬講義を７回実施して、アンケート調査を分析したところ、基礎医
学系の講義にも興味を持つ高校生が多いことが分かり、今後の高大連携活動
に活用することとした。
○高大連携活動のため高校を訪問し、進路指導担当教諭を中心に意見交換を
行った。
・高校の進路指導教諭を対象とした大学施設説明会を実施し、九州歯科大学
憲章や本学の特徴、歯科医療人の将来性当について説明し理解を深めても
らった。
○SGHのサポートとして明治学園における講義を10回、SSH活動のサポートと
して小倉高校での意見交換を5回行なった。

○目標実績
・模擬講義の実施回数　：　７回（年間）

【平成30年度の実施状況】

11

○オープンキャンパス並びに高校教諭向け
の施設見学会の更なる充実を図る。
・オープンキャンパスで回収したアンケート
調査分析結果をプログラム内容に反映さ
せ、充実を図る。
○高校訪問及び大学入試説明会など様々
な方法で広報活動を充実する。
・平成２７年に作成した「九州歯科大学憲
章」を学外に発信する。
・模擬講義、高校訪問、入試説明会を積極
的に実施し、そこでのアンケートを分析す
る。
・ホームページ更新の頻度を増やし、受験
生をターゲットにした情報発信の充実を図
る。

○評価指標（指標及び達成目標）
・オープンキャンパス参加者、高校訪問数、
大学入試説明会の参加数
オープンキャンパス参加者　：　２５０人
高校訪問数　：　１１０校
大学入試説明会参加数　：　１５回

○オープンキャンパスでのアンケート調査を踏まえ、病院見学の充実を図った。
研究紹介として、歯学科学生の研究室配属期間中の成果を来学者に対して説
明するコーナーを新たに設けた。
○2学科の入学者と受験者の動向を分析し、訪問高校の大幅な見直しを行っ
た。
・高校訪問時に九州歯科大学憲章と卒業コンピテンシー領域の周知を図り、全
国に12ある国公立大学歯学部における本学の卓越性を発信した。
・北九州地区の高校生の進学就職説明会に出展し、歯科衛生士という職種の
知名度向上を図った。
・平成30年度に高校から依頼を受けて、合計７回の模擬講義に教員を派遣し
た。
・2021年度の九州歯科大学入学者選抜の変更については、重要な情報をホー
ムページに載せるなど適切に情報を公開した。

○目標実績
・オープンキャンパス参加者、高校訪問数、大学入試説明会の参加数
オープンキャンパス参加者　：　５３８人
高校訪問数　：　１１８校
大学入試説明会参加数　：　１５回

【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ａ

【高く評価する点】
九州歯科大学憲章から卒業時におけ
るコンピテンシーまで、一貫性のある
教育体制を構築することができた。さら
に、それを支える３つのポリシーを歯学
部２学科および大学院において、整合
性を図りながら確固としたかたちに整
えた。

【実施（達成）できなかった点】

No.3「高校
訪問」
No.4「入試
説明会」
No.6「オープ
ンキャンパ
ス」

Ａ

3 【高大連携の実施と検証】

①質の高い模擬講義を企
画運営することで高校と
の連携を深める。
②北九州市内のSGH、
SSHなど有力校との連携
を深め、さまざまな啓発活
動を展開して、高等学校
の低学年から歯学教育の
魅力を伝える。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・模擬講義の実施回数　：
５回（年間）

1 【平成30年度計画】

1

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

10

2 【広報活動の実施と検証】

①オープンキャンパス、高
校訪問、大学入試説明会
等のデータを分析し、実効
的な活動を展開する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・オープンキャンパス参加
者、高校訪問数、大学入
試説明会の参加数
オープンキャンパス参加
者　：　２５０人
高校訪問数　：　１１０校
大学入試説明会参加数
：　１５回

1

３　意欲のある優
秀な人材の確保

高大接続改革の
根幹である「学力
の三要素」を適正
に評価し、歯科保
健医療活動を通じ
て、社会に貢献す
る素養を有する人
材を確保する。

○新たに全国レベルで展開される入学試験
の改編に向けて、学部教授会でこれまでの
入学試験について検証作業を行う。
○入試結果の検証を継続して行う。
・歯科医療人としての適性という視点から、
個別面談、集団討論及び試験科目の成績
と入学後のGPA及び国家試験成績等との
相関を分析し、評価する。

○これまでの入学試験に対して監督者から得たアンケートを集計し、学部教授
会で審議し検証した。
○平成30年度入学生をそれ以前の入学生のデータと比較し進級などについて
検証した。
・これまでのＡＯ入試と個別入試の入学試験結果の分析を歯科医師及び歯科
衛生士国家試験の結果と比較検証したところ、相関は認められなかった。

1 【アドミッションポリシーの
視点に立った入学選抜試
験の実施と検証】

①アドミッションポリシーに
適合した入学試験方法の
実施に向けて改善を図
る。
②入学試験のデータと入
学後の成績を組織的に分
析する。

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】



九州歯科大学（教育）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

2 【経済的支援の充実】

①授業料の減免、分納制
度について、学内での制
度化も含めて多面的に検
討する。
②学生・大学院生に対し
て、奨学金や学内の臨時
雇用などの情報の周知徹
底を図る。
③新たな奨学金支援体制
の構築を検討する。

1 【平成30年度計画】

４－ア　学生の学
修および生活支
援

歯学科・口腔保健
学科の２学科体制
のもと、安定した
形で学生支援活
動が展開されてき
ているが、歯学部
の教職員が一体
となって、学生の
視点に立ち、より
質の高い学生支
援体制を構築す
る。

13

○学生相談について、学生の要望や悩み
に対し迅速に対応可能な支援体制を構築
する。
・留学生の住宅支援を行うなど学生相談業
務内容を充実し、教員と事務局職員が連携
して学生支援に当たる体制を構築する。
・学生への学生支援に関するアンケート調
査の実施や学生自治会や後援会との意見
交換を通じて、学生が求める支援を把握・
検討し、迅速に改善策を講じる。
○学年主任会議の結果等を学生指導対策
会議で共有し、教職員が一体となって問題
解決に当たる。
○保護者面談会を充実させ、成績不振学
生への修学指導に活用する。

○学生相談を行なう支援体制の強化のため、助言教員を増員した。また、学生
指導対策会議や教授会の議題として学生相談室や保健室の活動を議論し、支
援体制の強化を行なった。
・福岡地域留学生住宅保証制度を利用して、大学が賃貸借契約時に必要な連
帯保証人となることで、住宅の確保を支援した。
・学生自治会の健全な活動を支援するために大学と自治会の関係を整理して
部活動顧問教員会議を新たに設置した。
・後援会役員と意見交換を年間6回程度に増やし、学生の求める支援を後援会
とともに検討できる体制を構築した。
○学部長を中心として、学年主任会議、教務部会、学生指導対策会議の３会議
体で情報共有が有機的に行なえるようにした。
○成績不振や出欠状況不良の学生に対して、適宜、三者面談を実施した。そ
の場で教員による支援を説明し、保護者と問題点を共有し、修学指導に活用し
た。

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

1 【学習相談・助言・支援の
組織的対応】

①支援体制の拡充を図る
とともに、学生相談業務内
容を充実し、教職協働体
制をとり、きめ細かな学生
支援を実施する。
②学年主任会議、学生対
策指導会議などを通して
教務活動を強化し、教職
員が一体となって問題案
件の解決を図る。
③保護者に対して、学生
の同意のもと成績を開示
して、成績不振学生への
修学指導を行う。

1 【平成30年度計画】

No.11「授業
料減免」 14

○経済的な支援を充実させる。
・本学独自の授業料減免制度を設け、成績
が優秀でありながら、経済的に授業料の納
付が困難な状況にある学生の就学支援策
を検討する。
○学生への経済支援に係る情報の収集・
提供を行う。
・県内外の自治体及び民間団体の奨学金
制度情報の速やかな把握と学生・大学院生
へ適宜の情報提供を行う。
○新たな資金源を求めるなど、豊かな奨学
金支援体制の構築を検討する。

○経済的な支援を充実させた。
・文部科学省が定める国立大学授業料減免選考基準に準じるような形で、本
学独自の授業料減免制度を設けた。そのなかで、学長裁量経費を予算化して、
授業料減免対象外となる住民税非課税世帯との境界線世帯の学生の就学支
援を行った。
授業料減免総額　１１，２７８，５９０円
うち学長裁量経費　２，９５９，４０２円（半額減免５名、３割減免２７名、半額のう
ち一部１名）
○県内外の自治体及び民間団体の奨学金制度情報の速やかな把握と学生・
大学院生へ適宜の情報提供を行い、１件の奨学金枠を新たに得ることができ
た。
○永松奨学会と連携を強化し、在校生支援が豊かになるような方略について
協議を開始した。

1

【平成30年度の実施状況】



九州歯科大学（教育）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

30年度 30年度

17 15

デジタル歯科シミュレータを臨床教育に導入し、歯の切削技術の向上のための自主トレーニングを学生に実施させることができた。

（評価委員会）
【報告内容に関して確認した事項】

【意見・コメント等】

教育に関する特記事項

ウェイト総計 項目数計

【ウェイト付けの理由】
「１－１－ア－１－１」」平成２９年３月３１日に文部科学省が発表した歯学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に対応し、「歯科医師として求められる基本的な資質・能力」を高める教育の充実に重点的に取り組む。あわせて、モデル・コア・カリキュラムに該
当しない科目設定を本学のカリキュラムポリシーに準じて特色あるものにするために、ウェイトを２とした。
「１－２－１－１」ラーニング・コモンズを充実させることにより学生の学修環境を良くすることに加え、学生に対して、双方向型の学習相談に応じる教員の養成及び教育力向上を勘案して、この項目にウェイト付けを行った。

1 【就職支援の充実】

①歯学部の就職支援体制
を強化し、歯学科及び口
腔保健学科のキャリアデ
ザインを支援する取り組
みを行う。
②口腔保健学科では、歯
科衛生士としての位置付
けにとどまらず、口腔保健
活動の新たな担い手とし
て就労できるように幅広い
就職先を開拓する。
③学生に対し、就職情報
獲得のためのセミナーを
開催し、教職協働体制で
就職支援を推進する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・（歯学科）歯科医師臨床
研修マッチング率　：　１０
０％
・（口腔保健学科） 就職率
：　１００％
・訪問先の企業・病院・施
設でのアンケート調査　：
良好評価６０％以上

1 【平成30年度計画】

No.16「就職
状況」 15

○歯学部の就職支援体制の強化を図る。
・入学時からのキャリアデザインを支援する
取組を検証し、必要に応じて改善を図る。
・歯学科は、4年次生の宿泊学修（ＷＡＤＳ
ＣＡＭＰ）で行なっているキャリアデザインの
講義やグループワークでの検討結果をもと
に歯科医師としてのキャリアパスを醸成す
る。
・口腔保健学科は、キャリアガイダンス、就
職支援面談及びセミナーを充実させる。
・就職支援室を活用し、２０２５年からの地
域包括ケアシステムに関する就職関連情報
を収集し、その提供を行う。

○評価指標（指標及び達成目標）
・（歯学科）歯科医師臨床研修マッチング率
：　１００％
・（口腔保健学科） 就職率　：　１００％
・訪問先の企業・病院・施設でのアンケート
調査　：　良好評価６０％以上

○歯学部の就職支援体制の強化を図った。
・歯学部歯学科のキャリアデザインを支援する系統的な取り組みの一環として
設定しているプロフェッショナリズム科目Ⅰ～Ⅴをモデル・コアカリキュラムに準
じて改善した。
・歯学科4年のWADSキャンプはプロフェッショナリズムⅢ科目として、講師候補
を新たに選任し、グループワークを強化した。
・口腔保健学科は就職支援活動の一環として支援体制を充実させ、希望職場
への就職活動を支援した。
・歯学科では、卒業して歯科医師国家試験に合格した学生全員が研修歯科医
として就職をした。
・口腔保健学科では、就職を希望した学生全員が民間企業および官公庁に就
職若しくは大学院に進学をした。

○目標実績
・（歯学科）歯科医師臨床研修マッチング率　：　１００％
・（口腔保健学科） 就職率　：　１００％
・訪問先の企業・病院・施設でのアンケート調査　：　良好評価１００％

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

４－イ　キャリア支
援

平成２２年度から
開始したキャリア
支援活動の実績
を検証し、学士教
育にキャリアデザ
イン支援の重要性
が明らかとなって
きたことを踏まえ、
口腔保健学科の
みならず歯学科も
含めて歯学部全
体のキャリアデザ
イン支援体制の構
築を目指す。



九州歯科大学（研究）

中期目標
２　研究に関する
目標

項目 評価

年度計画項目別評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

(1) 特色ある研究の推進
　地域の特性や時代の先端を見据え、地域の歯科保健医療の発展や大学の特色ある教育に有用な研究を重点的に推進するとともに、地域に根差した研究拠点として、地域社会のニーズを踏まえた実践的な研究に取り組む。
(2) 研究の実施体制等の整備
　研究活動を更に活性化するため、研究支援体制の充実・強化を図るとともに、国内外の大学、研究機関、企業、行政機関等との連携体制の整備や外部資金の導入を推進する。
(3) 研究水準の向上と成果の公表
　研究水準の向上を図る取組を推進するとともに、研究成果を積極的に公表し、社会に還元する。

1 【歯科保健医療における
先進的な基礎研究の推
進】

①大学の理念及び教育研
究目標と合致した研究に
加え、歯科医療の発展に
寄与する研究を推進す
る。
②医歯工連携を活かし
て、新たな診断・治療・予
防方法の開発に向けた基
礎研究を展開する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・論文数（査読有りのもの
または学術書掲載のもの）
：　英文誌75編以上（年
間）、和雑誌50編以上（年
間）

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

○医科歯科連携協定を活用し、北九州市内
における地域包括ケアシステムに向けての
活動を展開する。
○COC＋事業にて展開している福岡県
CCRC構想の広報活動を展開する。
○福岡県重点施策を通じて、多領域の学問
分野にも注目される研究活動を展開し、福
岡県の産業に貢献する研究を推進する。
・北九州市歯科医師会、地区歯科医師会
（小倉、門司、八幡、若松、戸畑）と締結した
連携協定に基づき、口腔保健・健康長寿推
進センター（DEMCOP）の業務を展開し、地
域の高齢者のＱＯＬ創出を目指す。
○公開講座等により地域住民に研究成果等
を情報発信する。

○医科歯科連携協定を締結している製鉄記念八幡病院・ふらて会西野病院・新
栄会病院に加え、新たに北九州市立八幡病院と協定を締結した。今後、小児医
療における歯科医療および災害医療への対応という視点で新たな展開を図る
予定である。
○COC＋事業にて、３大学（九州歯科大学、西南女学院大学、西日本工業大
学）が連携して大学連携型ふくおか版CCRC構築に向けた公開講座を行うなど、
積極的な広報活動を行った。
○高齢者歯科口腔機能向上事業において、北九州地区で歯科医療を展開して
いる開業歯科医師と歯科衛生士に対してリカレント教育を実施した。この事案を
通じて、高齢者に向けた歯科医療の充実を図り、北九州地区の高齢者に対して
のＱＯＬ向上に貢献した。
○本学主催の公開講座だけでなく、小倉歯科医師会主催の公開講座における
講師派遣や西南女学院大学との連携公開講座などを実施し、地域住民や歯科
医師など幅広く研究成果等の情報を発信した。

１　地域社会に貢
献する研究の展
開

九州歯科大学が
口腔の総合大学と
して先進的な基礎
研究を展開してい
くとともに、地方創
生及び地域包括
ケアシステムな
ど、新たな歯科保
健医療活動に資
する幅広い応用研
究を推進する。

16

○大学の理念及び教育研究目標に沿った
研究を行い、歯科医療の発展に寄与する研
究を推進する。
○医歯工連携を活かして、新たな診断・治
療・予防方法の開発に向けた基礎研究を展
開する。
・医歯工連携にかかる単位互換科目を活用
して、単位認定の実績や受講者の意見をも
とに医歯工連携研究の充実に向けて検討す
る。

○評価指標（指標及び達成目標）
・論文数（査読有りのものまたは学術書掲載
のもの）　：　英文誌75編以上（年間）、和雑
誌50編以上（年間）

○医歯工連携研究で「抗がん剤としてのcNDI誘導体の合成と性能評価」は第45
回国際核酸化学シンポジウム（2018年11月京都）で講演賞を受賞した。
○医歯工連携にかかる単位互換認定　３７名
（内訳 ： 本学３名、九工大１０名、北九大２４名、産業医大０名）
・他大学からの本学開講科目受講者数は３４名

○目標実績
・論文数：
　英文誌80編（年間）
　和雑誌63編（年間）

2 【地域包括ケアシステムに
対応できる歯科保健医療
体制構築に係る研究の推
進】

①医科歯科連携のもと地
域包括ケアシステム構築
に資する研究を展開する。

1 【平成30年度計画】

2

【平成30年度の実施状況】

A
＋

【高く評価する点】
文部科学省からの外部大型資金や福
岡県重点施策への対応を通して、歯科
医師と歯科衛生士の生涯学習のシス
テム構築を全国に先駆けて展開するこ
とができた。

【実施（達成）できなかった点】
17

B

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

No.20「大学
間連携」



九州歯科大学（研究）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

19

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

No.17「研
究」 18

1 【分野連携型研究体制の
構築】

①分野を超えた研究体制
のもとで外部大型研究資
金を獲得する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・政府省庁等が設定する
大型プロジェクトの獲得　：
1件（第3期中期計画期間
中）
・科学研究費、受託研究・
共同研究、奨学寄付金・
研究助成金の件数　：
科学研究費獲得60件（年
間）
科学研究費応募60件（年
間）
受託研究・共同研究、奨
学寄付金・研究助成金受
入120件（第3期中期計画
期間中）

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

B

○全教員が積極的に科研費等の外部研究
資金獲得に向けて申請を行い、総獲得数の
増加を目指す。
○歯科大学としての研究の特長を活かし、
外部大型プロジェクト資金の獲得を目指す。

○評価指標（指標及び達成目標）
・政府省庁等が設定する大型プロジェクトの
獲得　：　１件（第３期中期計画期間中）
・科学研究費応募数　：　６０件
・科学研究費獲得数　：　６０件
・受託研究費・共同研究費・奨学寄付金・研
究助成金受入数　：　２０件

○全教員が積極的に科研費等の外部研究資金獲得に向けて申請を行い、目標
数を上回る研究費を獲得した。
○厚生労働省からの外部大型資金獲得に向けて、１件のプロジェクト研究を申
請した。

○目標実績
・科学研究費応募数　：　65件
・科学研究費獲得数　：　69件（新規30、継続39）
・受託研究費・共同研究費・奨学寄付金・研究助成金受入数　： 29件

2 【外部資金を活用した研究
体制の構築】

①産学官金連携及び寄附
講座設置等を通じて、社
会のニーズに応える研究
を展開する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・産学官金連携件数　：
1件（第3期中期計画期間
中）
・寄附講座の設置　：　1件
（第3期中期計画期間中）

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

B

○第２期中期計画期間中に実施した大学間
連携共同教育推進事業や寄附講座等の経
験を活かし、多領域の学問分野にも注目さ
れる研究活動を展開する。
○第３期中期計画期間中に産学官金連携
及び寄附講座設置等が可能なよう、検討を
行う。

○第２期中期計画期間中に実施した大学間連携共同教育推進事業や寄附講
座等の経験を活かし、八幡東区高見にある西野病院の医療スタッフと連携して
多面的な研究活動を開始した。
○産学官金連携及び寄附講座設置に向けて、ＦＡＩＳのＦＳ事業に応募するなど
基盤強化策を展開した。

２　研究の実施体
制等の充実

特色ある研究を推
進していくために、
教員の適正配置
に努めるとともに、
学外から優秀な教
員を確保する。医
歯工連携などの先
駆的な研究プロ
ジェクトをより推進
するために、大型
外部研究資金の
確保に努める。併
せて、寄附講座等
を設置して、社会
のニーズに応える
研究体制を構築
する。



九州歯科大学（研究）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

30年度 30年度

8 7

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

（評価委員会）
【報告内容に関して確認した事項】

【意見・コメント等】

研究に関する特記事項

ウェイト総計 項目数計

【ウェイト付けの理由】
「２－１－２－１」医科歯科連携だけではなく多職種連携をより充実させて、地域に根差した地域歯科保健に係る研究を展開することで、地域包括ケアシステムの構築に向けた体制を強化するために、この項目にウェイト付けを行った。

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

22

○ＨＰ英語版に九州歯科大学憲章、大学の
３つの基本方針（アドミッションポリシー、カリ
キュラムポリシー、ディプロマポリシー）及び
活動状況を掲載し、情報発信を進めていく。

○平成30年度計画に沿い、ＨＰ英語版に九州歯科大学憲章、大学の３つの基本
方針（アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー）及び活
動状況の掲載を検討し、海外に向けての情報発信の向上を図った。

21

○個人業績評価のデータを分野の研究成
果に活用できるシステムの開発を検討す
る。

〇個人情報保護を引き続き堅持する必要があること、また、個人業績評価と研
究成果を取扱う部署が異なっていることから、事務所掌の見直しや業務負担の
増加抑制も必要となっている。その点を改善することを目指して研究成果（論
文、著書、学会発表等）に限定した電子データの活用方法の検討を開始した。

【平成30年度の実施状況】

B

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

3 【HP等を用いた国内外へ
の情報公開】

①HP英語版の充実

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

B

2 【分野の特色を評価するシ
ステムの構築】

①個人業績評価のデータ
を分野の研究成果に活用
できるシステムの開発及
び活用

1

1 【個人業績評価の適正な
運用及び成果公表システ
ムの充実】

①個人業績評価作成時に
提出を求めている付属書
の分析方法の開発及び活
用

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

B

【平成30年度計画】

1

20

○「個人業績評価に関する実施基準」による
評価を検証し、改善を図る。
○自己評価実績報告書の付属書の内容を
業務実態を踏まえ検討し、引続き評価項目
等の改善を図る。

〇教員個人業績評価委員会の作業部会で改善点の検討を行い、自己評価申
告書（教育、研究、臨床、大学運営、社会貢献に係るウェイト付け）の考え方お
よび3段階評価の仕組みに対する教員の認識を高める必要があるとされたこと
から、FDにおいて担当副学長から教員全体に周知を図った。
〇教員個人業績評価委員会の作業部会で、教員に対するアンケート結果およ
び部会構成員の意見に基づいて検討を行い、教育業績、臨床業績および大学
運営の一部項目を実態に応じて見直した。

３　研究成果の評
価と国内外への発
信

歯学研究活動を
充実させるため
に、研究成果をよ
り適正に評価する
体制を構築すると
ともに、国内外に
成果を発信するシ
ステムを強化す
る。



九州歯科大学（地域貢献及び国際交流）

中期目標
３　地域貢献及び
国際交流に関す
る目標

項目 評価

年度計画項目別評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項

(1) 　地域社会への貢献
ア　地域社会との連携
　大学の特色を生かして、歯科医師や歯科衛生士等のキャリアアップに資する教育プログラムや、県民の生涯学習を推進する公開講座等を実施するとともに、県の各種施策との連携を深め、地域の歯科保健医療の発展に貢献する取組
を積極的に実施する。
イ　地域活性化への支援
　大学が有する人的・物的資源や教育研究成果を地域社会に還元し、地域の諸課題の解決、地域社会の活性化に貢献する。
(2) 　国際交流の推進
　国際化を推進するための体制を充実・強化し、アジアをはじめとする外国の大学等との交流を戦略的に展開する。

理由

１－ア　歯科保健
医療を通じた地域
貢献活動の充実

歯科医療を取り巻
く環境の変化を勘
案し、「生活の医
療」という観点か
ら、多職種と連携
して地域社会に貢
献する体制を構築
する。

1 【全てのライフステージの
住民に対する幅広い地域
貢献活動の推進】

①地域医療を担う歯科医
師・歯科衛生士と協働し
て、より良質の歯科保健
医療を展開し、地域住民
の安心・安全の生活を支
援する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・歯科保健医療等に関す
る講座の開催　：　５件（年
間）

1 【平成30年度計画】 【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

No.21「公開
講座」 23

○歯科医師、歯科衛生士を対象とした歯科
保健医療等に関する講座を開催する。
○地域歯科医療関係者や介護医療従事者
及び地域住民に対して、セミナー等を開催
する。

○評価指標（指標及び達成目標）
・歯科保健医療等に関する講座の開催　：５
件（年間）

○小倉歯科医師会主催の公開講座の企画立案を担当し、歯科医師等に対して
歯科保健医療等に関する講座を実施した。
○４大学スクラム講座や西南女学院大学保健福祉学部と連携し、地域住民等
に対して公開講座を実施し、日頃の研究や診療等における成果を地域住民等
に還元した。

○目標実績
・歯科保健医療等に関する講座の開催：５件

1

【平成30年度の実施状況】

B

24

【高く評価する点】
地域の歯科医師、歯科衛生士にリカレ
ント教育を実施し、北九州地区の歯科
医療の充実に貢献したこと。

【実施（達成）できなかった点】

2 【口腔保健・健康長寿推進
センター活動の充実】

①福岡県重点施策（平成
２８年度から３０年度）で構
築する口腔保健・健康長
寿推進センターの運営シ
ステムをより充実させ、全
てのライフステージにおい
て、県民の健康増進に資
するプロジェクトを展開し、
福岡県民が健やかに生活
できる社会作りに貢献す
る。

1 【平成30年度計画】

○口腔保健・健康長寿推進センターにおい
て、全てのライフステージの歯科医療に対
応可能な歯科医療人を育成するためリカレ
ント教育の実施に向けて、活動を展開す
る。
○福岡県重点政策後を見据え、充実した運
営を行うため、口腔保健・健康長寿推進セ
ンターと連携して活動する組織として、附属
病院に地域包括歯科医療センターを設置し
て活動を開始する。

○地域の卒後歯科医師を対象としたリカレント教育として、①｢重篤な全身疾患
を有する患者の質の高い安全な歯科治療を実現するためのリスクマネジメン
ト｣、②｢地域に在住する摂食嚥下障害患者に対するアプローチを行うための実
践的教育｣の第4,5期を実施した。各3時間×8回で、参加者は、それぞれ18名、
16名であった。また、歯科衛生士に対しても、｢歯科衛生士が摂食嚥下障害患
者に対するアプローチを行うための実践的教育｣を開始した。8名の参加者に対
し、2時間×8回開講した。
○附属病院に地域包括歯科医療センターを設置して活動を開始した。地域中
核病院への訪問による摂食嚥下リハビリテーションに関する評価･指導を行っ
ているが、依頼は徐々に増加している。
○北九州地区以外のリカレント教育として、｢重篤な全身疾患を有する患者の
質の高い安全な歯科治療を実現するためのリスクマネジメント｣に関連する17
回の講演を行った。地域は、東京都、神奈川県、大阪府、広島県、島根県、香
川県、愛媛県、福岡県(北九州市を除く)である。
○九州歯科大学教員のリカレント教育として、①｢重篤な全身疾患を有する患
者の質の高い安全な歯科治療を実現するためのリスクマネジメント｣、②｢地域
に在住する摂食嚥下障害患者に対するアプローチを行うための実践的教育｣に
ついて、3期実施し、各2時間×8回で開講した。参加者は、それぞれ①19名、②
24名であった。

1

【平成30年度の実施状況】

Ａ



九州歯科大学（地域貢献及び国際交流）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

B

26

○北九州地域での地域包括ケアシステム
構築のため、第２期中期計画期間中に協定
を締結した機関と連携をすすめ、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が包括的に確
保される体制の検討を行う。
・北九州地区の社会福祉施設等との連携を
強化し、高齢者口腔医療の質の向上を図
る。
・製鉄記念八幡病院・西野病院・新栄会病
院と医療連携を拡充し、地域住民の口腔医
療の質の向上を図る。
・北九州市商工会議所との連携を充実さ
せ、産業界との連携を拡充する。

○北九州地域での地域包括ケアシステム構築のため、第２期中期計画期間中
に協定を締結した機関との連携を強化し、医療・介護・予防・住まい・生活支援
が包括的に確保される体制の充実を加速化した。
・北九州高齢者福祉事業協会を通じ、北九州地区の社会福祉施設等との連携
を強化し、高齢者口腔医療の質の向上を図った。
・製鉄記念八幡病院・西野病院・新栄会病院と医療連携をより拡充し、地域住
民の口腔医療の質の向上を図るとともに、あらたに北九州市立八幡病院との
連携協定を締結し、小児医療を中心に連携を深めながら幅広いlife stageへの
対応推進を開始した。
・北九州市商工会議所との連携を更に充実させ、歯科検診受診率向上に向け
て協議の場を設定した。1

25

○文部科学省補助金事業「地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業（ＣＯＣプラ
ス）」に連携校として継続参加し、事業として
行っている高齢者のＱＯＬ支援に係る実践
的教育や地元企業との連携によるビジネス
創生を活性化し、ふくおか版ＣＣＲＣ「生涯
活躍のまち」の構築を図る。

○3大学（九州歯科大学、西南女学院大学、西日本工業大学）の学生を対象と
した高齢者のＱＯＬ支援に係る実践的教育（高齢者支援学Ⅰ）を開講し、当該
科目を各大学の単位認定科目とした。
さらに、地域の住民へ本事業での取組や「食」と「住」に関するテーマを中心とし
た高齢者のQOLに関する最新の研究情報等の専門知識を分かりやすく紹介す
るなど、市民公開講座を4回開催した。

1

【平成30年度の実施状況】

【地域包括ケアシステムへ
の対応】

①地域包括ケアシステム
構築にともなう歯科医療
の変化を的確に分析し、
地域活性化につながる新
たな地域歯科保健医療体
制を構築する。

1 【平成30年度計画】 【高く評価する点】
歯科医療を通じ、地域に根差した活動
を充実させて、多職種連携を推進させ
た。

【実施（達成）できなかった点】

【平成30年度の実施状況】

Ａ

2

１－イ　地域活性
化支援体制作り

地域貢献活動で
得られた成果を学
部・大学院・リカレ
ント教育に反映さ
せるとともに、２０
２５年を目途とす
る地域包括ケアシ
ステムの運用開
始を見据えてon
communityの視点
に立った歯科医療
人育成プログラム
の策定について
検討する。

1 【高齢者QOL支援事業展
開】

①地域社会との連携を深
めていくなかで、文部科学
省COCプラスプロジェクト
「高齢者QOLビジネス創
出（CCRC構築モデル事
業）」を活用し、ふくおか版
CCRC「生涯活躍のまち」
構築事業を展開する。

1 【平成30年度計画】 【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】



九州歯科大学（地域貢献及び国際交流）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

30年度 30年度

7 6

（評価委員会）
【報告内容に関して確認した事項】

【意見・コメント等】

Ａ

【高く評価する点】
本年度の国際学会APCでは、ミャン
マー政府職員、ミャンマー歯科医学会
会長、および大学関係者をはじめ、ミャ
ンマーから多くの参加者があった。本
年度は初めての試みとして、在日ミャ
ンマー留学生と本学の学生との文化
交流活動を行うことができた。
また、連携大学の教員を受け入れるな
ど従来の学生だけではなく教員を受け
入れることにより、さらに深い連携を行
うことができた。

【実施（達成）できなかった点】

No.22「国際
交流協定」
No.23「学
生、教員の
国際交流」

28

○平成３０年５月１１日に開催予定のAsia
Pacific Conference 2018において、東南ア
ジアにおける歯学教育及び歯科保健活動
に関する講演会を開催する。あわせて、在
日の東南アジア留学生と北九州市内の学
生との交流活動を展開する。

○平成30年5月11日に本学主催の国際学会「Asia-Pacific Conference in
Fukuoka(APC) 2018」を開催した。ミャンマー健康スポーツ省次官、ミャンマー歯
科医学会会長、ヘルシンキ大学名誉教授による招聘講演が行われ、ミャンマー
および東南アジアにおける歯学教育及び歯科保健活動について議論が展開さ
れた。
さらに本学会においては、新たな試みとして福岡在住のミャンマー国の留学生
および本学の学生による文化交流イベントや、ミャンマーナイトフェスティバルと
題する両国の食を通じた交流会も併せて開催した。
〇歯科医師研修の受け入れ支援
・タイのシーナカリンウィロート大学より短期研修の希望があり、同大学歯学部
教員2名を本学口腔保健・健康長寿推進センターにおいて受入れた（2018年8
月6日～31日）。摂食・嚥下領域を中心とした高齢者歯科に関連する研修を実
施した。
〇本学学長がタイ、ミャンマーおよび台湾の学術連携協定締結大学から客員
教授として招聘され、各大学において講義を行った。

地域貢献及び国際交流に関する特記事項

ウェイト総計 項目数計

【ウェイト付けの理由】
「３－２－２－１」Asia Pacific Conference 2018において東南アジア諸国から歯科医師を招き、東南アジア諸国との歯科医学関係による交流を行い、学生及び教職員に対してGlobal dental educationの意識を向上させることを目的として、この項目にウェイト
付けを行った。

【高く評価する点】
東南アジアを中心に、アジア諸国と大
学院教育を通じて連携を強化してきた
結果、複数大学から大学院への入学
者を得ることができた。

【実施（達成）できなかった点】
No.23「学
生、教員の
国際交流」

27

○留学生向けの大学院教育プログラムを策
定する。
○海外大学との学術交流を進める。
・九州歯科大学基金により、海外学生交流
事業を充実させる。

○評価指標（指標及び達成目標）
・受入留学生数　：　１人

○留学生のため、講義・実習などに用いるテキスト、パワーポイントスライドに
は可能な限り日本語と英語を併記したものにした。また、それぞれの留学生が
専攻する臨床研究分野においては、臨床技術取得のためのプログラムを策定
した。
○海外大学との学術交流を進めた。
・「平成30年度海外学生短期派遣プログラム」：九州歯科大学基金を活用し、学
生海外短期派遣プログラムを正規の選択科目「国際歯科医学実習」として実施
した。平成30年度はシーナカリンウィロート大学（タイ）に本学歯学科学生４名、
高雄医科大学（台湾）および台北医科大学に本学口腔保健学科学生２名、合
計６名の学生を派遣した。
・「平成30年度海外学生受け入れプログラム」：シーナカリンウィロート大学歯学
科より２名、高雄医科大学口腔保健学科より２名、台北医科大学口腔保健学科
より３名、合計７名の海外学生を短期間受け入れた。

〇目標実績
・留学生数 :大学院２人

２　歯学教育連携
及び歯科保健医
療支援を軸とした
国際交流の推進

これまでの海外連
携校１２大学と締
結した協定に基づ
き推進してきた双
方向型の学生交
流活動をより充実
させ、東南アジア
諸国に対して、大
学が有する資源を
活用して、さまざ
まな支援活動を行
う。

1 【学部・大学院学生の双方
向型交流活動の充実】

①第２期中期計画期間
中、タイの１大学および台
湾の２大学と学部学生の
短期派遣交流活動を展開
しているが、今後より多く
の大学との交流を推進す
る。大学院においては、タ
イから３人の私費留学生
を受け入れているが、今
後対象大学を増やすとと
もに、より充実した留学生
向けの大学院教育プログ
ラムを策定する。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・受入留学生数　：　６人
（第３期中期計画中）

1

2 【東南アジア諸国の歯科
保健医療向上支援活動の
推進】

①ミャンマー及びタイから
歯科医師を受け入れ、
Public Dentistとして歯科
疾患予防の観点に立った
歯科医師育成支援を行
う。あわせて、東南アジア
諸国の農村部で立ち遅れ
ている歯科医療を支援す
るために歯科医療チーム
を編成して予防・治療活動
を行う。

1 【平成30年度計画】 【平成30年度の実施状況】

Ａ

【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

2



九州歯科大学（業務運営の改善及び効率化）

中期目標
４　業務運営の改
善及び効率化に
関する目標

項目 評価

１　教職連携体制
を確立した大学運
営の改善

理事長のリーダー
シップのもと、適
格な情報分析を行
い、自主性・自律
性を生かした活力
ある大学運営を行
う。また、女性の
登用を始めとし
て、多様な人材を
確保・育成し、教
職員の能力と業績
を適正に評価する
とともに、ＳＤの充
実によりプロパー
職員の能力向上
を図る等、教職員
の資質及び意欲
の向上を図り、教
職連携を強化する
ことにより大学運
営の活性化を図っ
ていく。

年度計画項目別評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項

(1)　大学運営の改善
　学術研究の進展や社会及び地域情勢の変化に的確に対応するため、教育研究組織や学内資源配分を恒常的に見直し、理事長のリーダーシップの下、自主性・自律性を生かした活力ある大学運営を行う。
　また、多様な人材を確保・育成するとともに、教職員の意欲向上を図るため、能力と業績を適正に評価する。併せて、スタッフ・ディベロップメント等の取組を推進し、複雑化・専門化する大学運営の充実を図る。
(2)　事務等の効率化・合理化
　継続的な業務見直しや事務体制の見直し等により、事務等の効率化・合理化を図る。
(3)　社会的責任・安全管理の徹底
　人権尊重、法令遵守の徹底など、公立大学法人としての社会的責任を果たすとともに、学生と教職員の健康の確保や事故、犯罪、災害等の未然防止、情報セキュリティ対策などの安全管理に万全を期す。
　また、事故等が発生した場合に迅速に対処できる危機管理体制を確立する。
(4)　附属病院の運営
　附属病院について、教育研究機能の充実・強化と医療の質の向上を図るとともに、安定的・効率的な経営に努める。

理由

29

○ＩＲ室において、教務システムに格納され
ている学生の履修データを整理し、学生指
導、国家試験対応、入学時の種別や成績に
よる入学後の動向を組織的に検証する。
○学長裁量経費を新規に策定し、理事長・
学長が戦略的なリーダーシップを図ることが
可能な経費として確保する。

○ＩＲ室において履修データの整理を行った。
（１）学生ごとの履修状況の把握
・年次進行に伴う履修状況（成績、再試験受験状況及び出席状況）を学生ごと
にまとめ、学年主任に修学指導資料として提供した。
・保護者面談会に備え、前期試験結果を早期に集約し、前年度の状況を加味し
ながら、成績あるいは出席状況に著しい変化がある学生について、学年主任に
情報を提供した。
（２）履修状況（ＣＢＴ試験を含む）と国家試験合否の関係を整理し、ＩＲ室として
の見解を述べた。
（３）ＣＢＴ試験の合否判定に関する資料をとりまとめ、担当教員に交付した。
○入試に関する資料収集と整理
（１）全国の歯学部の募集要項を収集し、入学試験内容（特にＴＯＥＩＣ等民間語
学能力試験導入状況）を整理し、担当教員に交付した。
（２）高校訪問の資料として、一般入試入学者の出身校を平成20年度分から調
べ、都道府県別にまとめた。
○学長裁量経費において、デジタル歯科用シミュレーター、ラーニングコモンズ
の設置及び電子カルテの機能増強などの整備を行い、理事長・学長のリーダー
シップにおいて法人・大学運営において必要な事業の強化を行った。

1

【平成30年度の実施状況】

Ａ

【高く評価する点】
学長裁量経費を設けたことにより、学
長が重点を置きたい教育・研究・国際
連携などについて必要な強化を実施す
ることができた。特にラーニングコモン
ズなどは学生が修学する場を提供する
ことができたことなど学習環境の整備
に寄与した。

【実施（達成）できなかった点】

1 【教育研究組織や学内資
源配分の見直し及び政策
経費・新規事業経費の確
保】

①ＩＲ室等を活用するととも
に、学長重点枠研究費の
裁量枠化を行うなど、研究
を補助する事務体制の整
備を進める。
②戦略的な大学運営を進
めるための政策経費、新
規事業経費を確保する。

1 【平成30年度計画】



九州歯科大学（業務運営の改善及び効率化）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

32

○職員の資質･意欲の向上を図る。
・プロパー職員からの管理職登用の時期、
ポスト、登用に向けた育成方針などの検討
を行う。
・福岡県が設立した他の公立大学とのプロ
パー職員の人事交流については三大学連
絡会議の場を通じて検討を行う。
○大学内の事務の効率化・合理化の検討を
行う。
・大学が行う業務のうち、アウトソーシング
可能な業務の検討を行う。
・現在、複数の部署にまたがり行われている
発注･検収業務及びアルバイト等の任用手
続き等の一元化について検討を行なう。

○人事管理や電子決裁システムに関する事務処理の共通化については今後も
引き続き検討することとした。なお、給与支給事務及びマイナンバー収集・保管
事務については外部委託を継続することで職員の業務軽減化を図るとともに、
支給の正確性を確保している。
○これまで歯学部の各部署で個々に行っていた学生アルバイト等の雇用契約
から賃金支払いまでの事務手続きを事務局に一元化した。（事務局経営管理部
総務班で実施）なお、発注・検収業務の一元化については引き続き検討を行う。

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

31

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

2 【適正な人材の確保・育
成・業績評価をもとにした
教職連携体制の強化】

①戦略的・自律的大学運
営をさらに進めるために
ジェンダーフリーの考え方
のもとで、専門性を有する
人材を確保・育成する。
②適正な教職員の能力評
価を行った上で教職協働
の視点に立った組織の見
直しを進める。

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

○教職員の能力開発のためのＳＤの推進を
行う。
・学内において、職員倫理、法令遵守をはじ
めとする社会常識向上に資する研修を実施
する。
・プロパー職員の事務能力の向上を図るた
め、福岡県職員研修所、公立大学協会が主
催する各種セミナー・研修を受講させる。
・職員の能力向上に資するＯＪＴの向上を目
指す。
○医療系SDの実施を行う。
・医療安全に関する講習会を年に２回以上
実施する。
・法令遵守や臨床業務の効率化に関するＳ
Ｄも年に１回以上行う。

○評価指標（指標及び達成目標）
・社会常識向上につながるＳＤ実施　：　１回
（年間）
・医療系ＳＤ実施　：　２回（年間）

○事務職員の資質・能力の向上ため、ＳＤの実施や研修機会の確保･提供に努
めた。
・福岡県職員研修所が行う基本研修及び特別研修にプロパー職員２名を参加さ
せた。
・職員倫理、法令遵守をはじめとする社会常識向上に資するＳＤ（人権･同和問
題研修、研究費に関するコンプライアンス説明会）を実施した。
○医療系SDの実施
・医療安全に関する講習会を年２回実施した。
・臨床業務の効率化に関して、総合診療のあり方についてのSDを行った。

○目標実績
・社会常識向上につながるＳＤ実施　：　２回（年間）
・医療系ＳＤ実施　：　３回（年間）

【教職員の能力開発のた
めのＳＤ推進】

①教職員の能力開発のた
め、事務能力向上、社会
常識向上につながるＳＤ、
医療系ＳＤ実施を推進す
る。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・事務能力向上、社会常
識向上につながるＳＤ実
施　：　１回（年間）
・医療系ＳＤ実施　：　２回
（年間）

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

２　教職員の能力
開発推進、業務及
び事務体制の見
直し等による事務
の効率化・合理化

業務及び事務体
制を見直し、事務
等の効率化・合理
化を進める。

No.24「SD」

1 【業務の見直し、事務体制
の見直し等による事務の
効率化・合理化】

①プロパー職員からの管
理職登用、福岡県が設立
した公立大学法人とのプ
ロパー職員人事交流派遣
を検討していく等、職員の
資質及び意欲を向上させ
る。
②業務のアウトソーシング
化の推進、発注・検収業
務のシステム改善を通じ
て、事務の効率化・合理化
を推進する。

1

30

○専門性の高い多様な人材を確保するた
め公募、競争試験等による教職員の採用を
行う。
・教員の採用は応募資格を定めた上で公募
を行い多様な人材の確保を行う。
・プロパー職員の採用に当たっては競争試
験等により有能な人材の確保に努める。
○大学の役職への女性の登用について検
討を進める。
○教職員の資質及び意欲の向上を図るた
め適正な能力評価を行う。
・教員については個人業績評価を行いその
結果を給与に反映する。
・個人業績評価結果を用いた教員の再任審
査の審査基準の見直しを進める。
・プロパー職員の人事評価については、本
学に適した方法の策定に向けて検討を行
う。
・教職協働の視点に立った組織の見直しに
ついて検討する。

○平成30年度に実施した教員選考では、これまでと同様にその全てについて応
募要件を定め広く公募を行い、女性教職員も含め多様な人材の確保に努めた。
○教員については前年度の個人業績評価結果を給与（賞与）に反映させた。ま
た、個人業績評価結果に基づく再任審査基準の見直しについても他大学の実
態調査を行い検討を進めた。
○プロパー職員の人事評価制度については2019年度から導入できるよう設置
団体である福岡県の制度を参考に検討を進めた。

3



九州歯科大学（業務運営の改善及び効率化）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

【平成30年度計画】 【平成30年度の実施状況】 【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

３　学生と教職員
の健康、安全な
キャンパスの確保
及び情報セキュリ
ティ対策を始めと
した危機管理体制
の確立

学生及び教職員
の健康に配慮し、
キャンパス内の安
全管理を推進する
とともに、情報セ
キュリティ管理を
始めとした危機管
理体制を充実させ
る。

1 【人権尊重・法令遵守の研
修の実施及び学生と教職
員の健康・安全なキャンパ
スの確保】

①ＳＤを充実させ、障がい
者差別の解消を推進する
とともにＬＧＢＴ等のマイノ
リティへの支援・理解を図
る等、人権尊重、法令遵
守の徹底を図る。
②学生及び教職員の健康
管理の充実に向けて、健
康管理室を活用を促すと
ともに、キャンパス内の安
全確保に向けて継続的な
注意喚起、指導を行う。

○評価指標（指標及び達
成目標）
・人権尊重・法令遵守のた
めの研修の実施　：　２回
（年間）

Ｂ No.24「SD」 33

2 【情報セキュリティ対策を
始めとした危機管理体制
の充実】

①学内のネットワークの
アップデートを進めるとと
もに情報セキュリティにつ
いての啓発活動等を行い
ながら、情報セキュリティ
について、県警等との連
携を継続して行う。
②兼任教員１名で構成さ
れている情報処理室の運
営体制の強化を図り、災
害、事故、情報セキュリ
ティを一体化した危機管理
体制を確立する。

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

1

○人権尊重、法令遵守の理解に向けたＳＤ
の充実を図る。
・教職員の人権意識の高揚、法令遵守に関
する理解を深めることを目的としたＳＤを実
施する。
･人権意識の高揚を図る研修に全教職員が
参加する手法について人権委員会を活用し
検討する。
○メンタルヘルスを含めた教職員の健康の
確保を図る。
・労働安全衛生法に規定する各種健康診断
を実施し、対象者が漏れなく受診できるよう
配慮を行う。
・教職員を対象としたストレスチェックを年１
回実施し、高ストレス者に対するフォーロー
アップを行うとともに、集団分析結果を職場
環境の改善に活用する。
・７月から９月までの３ヵ間は、休暇を取得し
やすい環境づくりに努め、年次休暇と 夏季
休暇 を利用した連続休暇の取得促進を図
る。
○学生の健康管理の充実を図る。
・教員、保健師及びカウンセラーで構成され
る学生指導対策会議において情報共有を
図り、連携して学生の健康指導にあたる。
・キャンパスライフガイダンスの時間を活用
して、保健師やカウンセラーが健康に関す
る講話を行い、健康に関する知識を広め、
疾病予防のための指導を行う。

○評価指標（指標及び達成目標）
・人権尊重・法令遵守のための研修の実施
：　２回（年間）

1

○教職員の人権意識の高揚を図るため平成30年８月・９月に人権・同和問題研
修会、法令遵守については平成30年８月・９月・10月に研究費に関するコンプラ
イアンス説明会を実施した。
・人権・同和問題研修会については教職員が参加しやすい時間帯に研修時間
を設定し参加率の向上を図った。（29年度60.3％、30年度89.7％）
○定期健康診断をはじめとする各種健康診断を実施し未受診者に受診勧奨を
行うなど対象者が漏れなく受診するように努めた。
・平成30年８月に教職員を対象としたストレスチェックを実施し、高ストレスと判
断された者に対しては産業医による面談を行うよう働きかけるとともに、集団分
析結果については職場環境の改善に活用されるよう学内ホームページに掲載
した。
・７月から９月までの３ヵ間は、教職員が年次休暇や夏季休暇を取得しやすい環
境づくりに努めた。
○学生の健康管理の充実を図るため、教員、保健師及びカウンセラーで構成さ
れる学生指導対策会議を６回開催し、情報共有を図り、学生指導に繋げた。ま
た、キャンパスライフガイダンスの時間を活用し、インフルエンザや飲酒、禁煙
等に関する講話や資料の配布を行い、学生の健康指導をおこなった。（４月、６
月、１０月、１月）

○目標実績
・人権尊重・法令遵守のための研修の実施　：　２回（年間）

34

○学内のネットワーク機器等の更新を進め
るとともに情報セキュリティについて県警等
の研修・会議に参加しながら啓発活動を
行っていく。
○情報処理室の運営体制の強化について
検討し、危機管理基本方針・マニュアルに
沿った危機管理体制構築の検討を進めて
いく。

○計画に則り学内のネットワーク機器等の更新を進めた。
○情報処理室において、データバックアップ体制の強化を行った。
○情報処理専門職員の資質向上のため、県警や関連団体、民間団体が主催
するセミナーに積極的に参加した。
○情報セキュリティポリシーの運用・検証を行うため情報セキュリティ運営室で
定例会議を開催し、現状分析を行った。
○情報セキュリティポリシーについて実施手順を策定し、教職員に対して周知を
行った。
○情報セキュリティ上の脅威について、具体例を交えて教職員に注意喚起を
行った。
○メールシステムに標的型メール攻撃対策サービスを継続して使用し、情報セ
キュリティ強化に努めた。



九州歯科大学（業務運営の改善及び効率化）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

36

○包括歯科診療を拡充する。
・患者の視点に立った、診療科再編を進め、
受付けの統合などにより合理的な診療科体
制を構築する。
○デンタルチームとして多職種連携が行え
る体制を構築する。
・多職種連携診療を試行する。
・歯科衛生士の活用による訪問診療の充実
を行う。

○包括歯科診療を拡充するために病院教授を複数名配置し、治療計画立案の
強化と包括的歯科診療の拡充を図った。
○歯科衛生士の補充を行い、デンタルチームとしての多職種連携が行い易い
環境を構築した。
○病院車の導入を行い、歯科医師及び歯科衛生士が訪問診療の際に使用でき
るよう環境の充実を図った。

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

2 【地域包括ケアシステムを
見据えた診療組織再編】

①附属病院診療科を再編
し、包括歯科診療の充実
を図る。
②デンタルチームとして多
職種連携が行える体制を
構築する。

1

○歯学部との連携を強化する。
・組織再編を行い、臨床教育（クリニカル・ク
ラークシップ）を充実させる。
○臨床教育資料の収集のために電子カル
テシステムを活用する。
・分野別重点資料のアーカイブを作成する
など、教育に資するコンテンツを充実させ
る。
○学部学生教育資料提供の簡便化を行う。
・日常診療過程での資料の作成工程の簡
便化を図り、学部学生がいつでも・どこでも
見ることができるシステムを構築する。

○歯学部との連携を強化するため、クリニカル・クラークシップ開発学分野に医
療情報管理に関する准教授の配置を決定した。
・包括歯科診療を推進するための病院教授を配置した。
○臨床教育資料の収集のため、総合診療系カンファレンスデータのアーカイブ
化を実施した。
○学部学生教育資料提供の簡便化が個人情報管理の観点で解決できていな
い部分があり、進展が遅れている。

【平成30年度計画】

1

４　教育機能の充
実及び効率的か
つ質の高い医療
の提供

附属病院につい
て、教育機能の充
実と医療サービス
の向上に努めると
ともに、経営の効
率化を推進する。

1 【教育病院としての機能の
充実】

①臨床教育資料の収集の
ために電子カルテシステ
ムを活用する。

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

35



九州歯科大学（業務運営の改善及び効率化）

項目 評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項 理由

30年度 30年度

9 9

（評価委員会）
【報告内容に関して確認した事項】

【意見・コメント等】

業務運営に関する特記事項

ウェイト総計 項目数計

【ウェイト付けの理由】

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

37

○附属病院内のカンファレンスを充実させ
て、高水準の歯科医療を提供する。
・カンファレンスのクリニカルパスの利用促
進を図る。
・カンファレンスで実施したコンテンツのアー
カイブ化を推進する。
○電子カルテ化により得られるデータを解
析して、戦略的な病院経営管理を遂行す
る。
・経営状況の「見える化」を推進する。
・保険算定漏れを防止する。
　①管理料関係の算定強化を図る。
　②歯科衛生実地指導料の算定強化を図
る。

○附属病院内のカンファレンスの充実を図った。
・専門診療（根の治療、インプラント治療と言った個別の治療）の勉強会的カン
ファレンスから、それらを統合した包括歯科診療中心のカンファレンスに発展的
に方向転換した。治療計画の立案などについての議論を活発化させ、治療計画
書の実践的活用を図る取組を行っている。これまでの専門診療系カンファレン
スの内容は昨年度までのカンファレンス内容のアーカイブ化により、自習出来る
体制を取った。
○総合診療系カンファレンスデータのアーカイブ化を実施した。
○電子カルテにより得られるデータを解析し、戦略的な病院経営管理に着手し
た。
・経営状況の「見える化」に一部着手し、包括的歯科診療が推進された。
・電子カルテのデータを分析し、管理料算定実施状況を歯科医師別に提示し算
定の励行を歯科医師個別に促した。
・歯科衛生士実地指導料はじめ歯科衛生士業務を電子カルテデータ、他のデー
タともに分析を行った結果、歯科衛生士の付帯業務の効率化を行い歯科衛生
士実施指導の強化に結び付けた。

3 【戦略的な病院経営の展
開】

①附属病院内のカンファ
レンスを充実させて、高水
準の歯科医療を提供す
る。
②電子カルテ化により得ら
れるデータを解析して、戦
略的な病院経営管理を遂
行する。

1 【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ



九州歯科大学（財務内容の改善）

中期目標
５　財務内容の改
善に関する目標

項目 評価

30年度 30年度

2 2

（評価委員会）
【報告内容に関して確認した事項】

【意見・コメント等】

財務に関する特記事項

ウェイト総計 項目数計

【ウェイト付けの理由】

年度計画項目別評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項

(1)　財政基盤の強化
　教育研究活動等の活性化のため、外部資金の獲得等による自己収入の増加を図り、財政基盤を強化する。
　また、資産を適正に管理し、財産の有効活用を図るとともに、資金の安全確実な運用を行う。
(2)　経費の節減
　大学の運営が公的資金に支えられていることを踏まえ、経営者の視点に立って、適正な予算執行を進めるとともに、業務の効率化により、経費の節減を図る。

理由

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

39

○経費節減に関する啓発活動を実施する。
・教職員を対象とした全学説明会において、
理事長が自ら大学の経営状況などを説明
し、経費節減への働きかけを行う。
・法人、大学運営及び教育研究活動全般に
関し、大学執行部及び各部局間において情
報共有・意見交換を行うため教職連携会議
において大学の経営状況を確認し経費節減
に向けた意識の共有を図る。
○予算執行方針の策定及び経費節減の推
進を行う。
・経費節減を主眼とした予算執行計画の策
定に向けた検討を行う。
・大学が行う業務で経費節減の観点からア
ウトソーシングすることが望ましい業務を検
討する。
・業務の効率化や適正な人員配置による時
間外勤務縮減に向けた検討を行う。

○教職員を対象とした全学説明会において、理事長が自ら年度決算、四半期ご
との決算の状況を説明し、適正な予算執行に努めるよう呼びかけを行った。ま
た、予算編成作業の前に各部局において事前に節減可能経費の洗い出しを行
うことについて教職連携会議において説明し経費節減に向けた意識の共有を
図った。
○経費節減を主眼とした予算執行計画の策定、経費節減の観点によるアウト
ソーシング可能な業務の検討について検討を行った。時間外勤務縮減に向け
た取り組みとして、業務分担の見直しとそれに伴う適正な人員の配置を行った。

1

【平成30年度の実施状況】

Ｂ

【平成30年度計画】

【平成30年度計画】【科研費等の外部資金の
獲得及び学内施設・資産
の効率的運用】

①科研費・共同研究・受託
研究・奨学寄附金等の外
部資金の獲得等により自
己収入の増加を図る。
②キャンパス内で利用さ
れていない資産の管理・
活用を行う等、学内施設・
資産の効率的運用を行
い、財政基盤を強化する。

○達成目標
・科学研究費、受託研究
費・共同研究費、奨学寄
付金・研究助成金の金額
：
科学研究費交付額
100,000千円（年間）
受託・共同研究費、奨学
寄附金・研究助成金受入
額150,000千円（第3期中
期計画期間中）

1

２　経費節減及び
業務効率化の推
進

経費節減の意識
改革を進めなが
ら、外部委託等の
活用により適正な
予算執行及び業
務の効率化を図り
経費を節減してい
く。

1 38

○外部資金についての情報収集及び周知
等を適正に行い、大学として外部資金の獲
得を目指す。
○学内施設・資産の効率的運用を行うた
め、学内施設の使用状況等を把握し、その
上で平成３１年度（２０１９年度）以降の検討
を行う。

○達成目標
・科学研究費 　　交付額　１００，０００千円
・受託・共同研究費、奨学寄付金・研究助成
金　　　　受入額　　２５，０００千円

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

No.17「研
究」

1

1 【経費節減に関する啓発
活動及び業務の効率化に
よる経費の節減】

①理事長のリーダーシッ
プのもとに、経費の節減に
関して、ＳＤ・学内諸会議
を通じ、教職員の意識改
革を推進する。
②適正な予算執行方針を
定め、外部委託の継続及
び新たに委託可能な業務
を見極めるなど、業務の
効率化による経費節減を
図る。

1

〇科研費等の外部資金の情報収集及び周知等を適正に行い、外部資金を獲
得した。
○「公立大学法人九州歯科大学教職員住宅跡地利用検討委員会」を開催し、
跡地利用についての検討を行った。

○目標実績
・科学研究費　　交付額　１２２，１３０千円(継続分を含む。)
・受託・共同研究費、奨学寄附金・研究助成金　３７，２５３千円(継続分を含む。)

１　外部資金の獲
得等による自己収
入の増加及び資
産の有効活用等
による財政基盤強
化

大学としての教育
研究活動を活性
化するために、十
分な外部資金の
獲得を確保すると
ともに、資産を有
効に活用していく
ことにより財政基
盤を強化していく。

【平成30年度の実施状況】

Ｂ



九州歯科大学（自己点検・評価及び情報の提供）

中期目標
６　自己点検・評
価及び情報の提
供に関する目標

項目 評価

30年度 30年度

2 2

自己点検・評価及び情報公開に関する特記事項

項目数計

（評価委員会）
【報告内容に関して確認した事項】

【意見・コメント等】

【ウェイト付けの理由】

【教育・研究及び国際的歯
科保健活動に関する積極
的な国内外への情報発
信】

①九州歯科大学憲章のも
と、大学の３つの基本方
針（アドミッションポリシー・
カリキュラムポリシー・ディ
プロマポリシー）を広く発
信する
②歯学教育において先駆
的なアウトカム基盤型教
育体系を広く学外に発信
する。
③教育・研究・臨床活動の
国際展開を広く学外に発
信する。
④ＨＰはもとより、さまざま
な媒体を活用した広報活
動を推進する。

【高く評価する点】

【実施（達成）できなかった点】

41

○九州歯科大学憲章、アドミッションポリ
シー、カリキュラムポリシーおよびディプロマ
ポリシーを海外も含めてＨＰ等で広く発信す
る。
○アウトカム基盤型教育への転換による歯
科医療人教育の質保証についての検証を
すすめ、その効果を広く学外に発信する。
○ヨーロッパ、北米及び東南アジア諸国の
教育・研究・臨床活動の国際連携活動につ
いて、ＨＰ等により広く学外に発信する。
○教育・研究及び国際的歯科保健活動に
ついて、ＨＰをはじめとし、新聞、雑誌、学
会、各種会議等の様々な媒体を活用して広
報活動を推進する。

○九州歯科大学憲章、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、および
ディプロマポリシーについてＨＰに公開を行っている。今後は英語版のＨＰにも
公開できるよう検討を行った。
○アウトカム基盤型教育への転換による歯科医療人教育の質保証についての
検証をするための検討を実施した。
○タイ国立シーナカリンウィロート大学との大学間学術交流覚書の締結や同大
学からの教員受け入れプログラムの報告などＨＰにより発信を行った。
○本学に所属する教職員や学生が研究等で表彰された際にＨＰに掲載した。ま
た、北九州市立八幡病院と連携協定を締結した際は歯科医育成について新聞
記事として掲載されるなど広報活動を推進した。 Ｂ

【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】２　全国唯一の公
立歯科大学の強
みを活かしたブラ
ンド戦略の展開

地域に根差し、国
際社会を意識した
大学運営方針
（Think globally,act
locally）を前面に
打ち出した情報公
開及び広報活動
を幅広く展開す
る。

ウェイト総計

年度計画項目別評価

中期計画
平成30年度計画 ウェイト 計画の実施状況等

自己評価 データ
番　号

通し
番号実施事項

(1)　自己点検・評価
　教育、研究その他大学運営全般の自己点検・評価を厳正に実施するとともに、福岡県公立大学法人評価委員会の評価及び認証評価機関の評価を受け、その結果を公表し、大学運営の改善に速やかに反映させる。
(2)　情報公開・広報
　公立大学法人としての社会への説明責任を果たし、広く県民の理解を得るため、大学情報を積極的に公開するとともに、効果的な広報を展開し、大学の存在感を高める。

理由

１　自己点検・評
価の大学運営へ
の反映

大学機関別認証
評価及び福岡県
公立大学法人評
価委員会による大
学評価等を通じ
て、適切な大学業
務運営改革を推
進する。併せて、
現在全国歯科大
学・歯学部長会議
主導で検討されて
いる歯学部の大
学分野別認証評
価にも積極的に対
応する。

1 【大学業務改善に自己評
価及び第三者評価を反映
させる体制の充実】

①自己評価及び第三者評
価結果を教職員に周知
し、速やかな改善を図り、
強みを活かし弱点を克服
する体制を構築する。
②常にPDCAサイクルを意
識して業務内容を分析し、
業務改善に向けて積極的
な取り組みを行う。

1

1 1

【高く評価する点】
・大学改革支援・学位授与機構の新た
な審査方針を踏まえ、第三者評価によ
り適切に対応する観点から、次年度に
おける内部質保証委員会(仮称)の設
置に向け検討を行った。

【実施（達成）できなかった点】

40

○福岡県評価委員会の評価結果を及び自
己評価部会における評価結果を教職員に
周知し、適切にフィードバックする。
・福岡県評価委員会による評価結果を全学
説明会で教職員に適正かつすみやかに周
知する。
・自己評価部会による教職員、学生及び卒
業生に対するアンケート調査を継続して実
施し、その結果を教職員に周知する。
○福岡県評価委員会において評価が低
かった事項について改善策を早急に検討
し、理事長・学長による学内ガバナンスのも
と、すみやかに改善を図る。

○福岡県評価委員会の評価結果及び自己評価部会における評価結果を教職
員に周知し、適切にフィードバックを行った。
・福岡県評価委員会による評価結果については、全学説明会で理事長・学長
から教職員に適正かつすみやかに周知を図った。
・自己評価部会による教職員、学生及び卒業生に対するアンケート調査を継続
して実施した。また、調査結果は本学ウェブサイトに掲載し、教職員に周知を
図った。
○福岡県評価委員会において評価が低かった事項について改善策を早急に
検討し、理事長・学長による学内ガバナンスのもと、すみやかに改善を図った。
また、内部質保証体制を充実する観点から、新たな学内組織の設置について、
検討を行った。 Ａ

【平成30年度計画】

1

【平成30年度の実施状況】



九州歯科大学

【報告内容に関して確認した事項】 【意見・コメント等】

2,3
　本学では５年次と６年次のクリニカルクラークシップでは自験を中心とした診療参加型臨床実習を実施している。自験では修復処置や補綴
処置で歯の形成を行う必要があるが、３年次や４年次に行なっている基礎臨床実習だけでは実習の時間数が足りないため５年次生の段階
では歯の形成の技能は自験ができるレベルには至っていない状況であった。そのためクリニカルクラークシップと併行して、歯の形成の能力
を向上するためのトレーニングをスキルアップ実習の中で実施しているが、限られた指導教員のもとで限られた時間内での実習であるため
学生の個々のレベルにあわせて技能を向上させるには限界があるのが現状であった。
　そこでコンピューター化された歯科用シミュレーターで、3Dバーチャルリアリティ技術によるリアルタイム評価システムを備えたデジタル歯科
用シミュレーターシステム(DDS100)を本学のシミュレーション実習室に導入し、学生が主体的に自己研鑽できる環境を整備し、歯の切削を伴
う様々な臨床を想定した学生の技能の向上を図った。今後はシミュレーターの有効性などの検証を実施する予定である。

評価委員会

○デジタル歯科シミュレーターの導入

特記事項

特　記　事　項
関連する
通し番号

「教育」、「研究」、「地域貢献及び国際交流」、「業務運営の改善及び効率化」、「財務内容の改善」、「自己点検・評価及び情報の提供」の枠組みにとらわれず、大学が特に力を入れて取り

組んだ事項やアピールしたい事項があれば簡潔に記載してください。（取り組んだことによる成果や効果等があれば、併せて記載してください。）

関連する通し番号がある場合は必ず記載してください。



(百万円）

区分 予算額(a) 決算額(b) 差額　　(b)－(a)

費用の部 3,319 3,382 62

　経常費用 3,319 3,338 19

　　業務費 2,976 3,007 30

　　　　教育研究経費 327 341 13

　　　　診療経費 650 674 24

　　　　受託研究費等 5 20 15

　　　　人件費 1,992 1,970 ▲ 22

　　一般管理費 338 325 ▲ 13

　　　（減価償却費　再掲） (136) (145) (9)

　　財務費用 4 3 ▲ 1

　　雑損 - 3 3

　臨時損失 - 43 43

収益の部 3,341 3,369 27

　経常収益 3,341 3,364 23

　　　運営費交付金収益 1,539 1,518 ▲ 21

　　　授業料収益 417 411 ▲ 6

　　　入学金収益 63 58 ▲ 4

　　　検定料収益 10 8 ▲ 1

　　　附属病院収益 1,099 1,163 64

　　　受託研究等収益 5 24 18

　　　補助金等収益 97 47 ▲ 49

　　　寄附金収益 12 30 18
　　　資産見返運営費交付金等戻入 7 8 0
　　　資産見返補助金等戻入 13 17 4
　　　資産見返寄附金戻入 8 9 0
　　　資産見返物品受贈額戻入 12 14 2

　　　財務収益 0 0 0

　　　雑益 54 51 ▲ 3

　臨時利益 - 4 4

当期純利益 21 ▲ 13 ▲ 34

当期総利益 21 ▲ 13 ▲ 34

その他中期計画において定める事項

中期計画
年度計画 自己

評価計画 実績

－

Ⅰ　収支計画予算及び資
金計画予算

１．収支計画予算



(百万円）

区分 予算額(a) 決算額(b) 差額　　(b)－(a)

資金支出 3,278 3,285 6

　業務活動による支出 3,171 3,165 ▲ 6

　投資活動による支出 1 46 44

　財務活動による支出 106 73 ▲ 32

資金収入 3,299 3,357 58

　業務活動による収入 3,299 3,357 58

　　　運営費交付金収入 1,540 1,551 11

　　　授業料収入 409 404 ▲ 5

　　　入学金収入 63 58 ▲ 4

　　　検定料収入 10 8 ▲ 1

　　　附属病院収入 1,106 1,163 57

　　　受託研究等収入 5 25 19

　　　補助金等収入 97 79 ▲ 17

　　　寄附金収入 12 13 1

　　　その他の収入 54 52 ▲ 1

　投資活動による収入 0 0 ▲0

　財務活動による収入 - - -

－

該当なし

－

－

－

－

Ⅲ　出資等に係る不要財産等の処分に関する計画

Ⅵ　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する
事項

１　法第４０条第４項の規定により業務の財源に充てることができ
る積立金の処分に関する計画
積立金は、教育研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改
善に充てる。
２　その他法人の業務運営に関し必要な事項
なし

該当なし

Ⅳ　Ⅲに規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は
担保に供する計画

なし 該当なし

Ⅴ　剰余金の使途 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究及び診療の質
の向上並びに組織運営の改善に充てる。

該当なし

なし

Ⅱ　短期借入金の限度額 １　短期借入金の限度額　３億円
２　想定される理由
　　運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及び事故の発
    生等により緊急に必要となる対策費として借り入れすること。

該当なし

－

　 ２．資金計画予算


